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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、
プログラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリー
ムが多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１の
データストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータス
トリームを入力する入力手段と、
前記第１のデータストリームと第２のデータストリームを分離する分離手段と、
前記分離された第１のデータストリーム及び第２のデータストリームを記録する記録媒体
と、
前記記録媒体に記録された第１のデータストリームを再生する再生手段と、
前記第１のデータストリームを前記記録媒体における所定エリアのみに記録するように制
御する記録制御手段と
を有することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　上記請求項１における記録装置において、前記記録制御手段は、記録する領域が所定領
域以下又はなくなった時に記録してある第１のデータストリームのうち記録した順に消去
して新たな第１のデータストリームを記録するように制御することを特徴とする記録装置
。
【請求項３】
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　上記請求項１における記録装置において、前記第１のデータストリームは、少なくとも
映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とする
記録装置。
【請求項４】
　上記請求項１における記録装置において、前記記録媒体は、予め特定したジャンルの第
１のデータストリームを優先して記録するようにしたことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、
　プログラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリ
ームが多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１
のデータストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータ
ストリームを入力する入力手段と、
　前記入力手段で入力した前記第１のデータストリームと第２のデータストリームを分離
する分離手段と、
　前記分離された第１のデータストリームを記録媒体の所定エリアのみに記録すると共に
、分離された第２のデータストリームを記録するための記録媒体と、
　前記記録媒体に記録された第１のデータストリームを再生する再生制御手段と
からなる再生装置。
【請求項６】
　上記請求項５における再生装置において、前記第１のデータストリームは、少なくとも
映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とする
再生装置。
【請求項７】
　少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、
プログラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリー
ムが多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１の
データストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータス
トリームを入力し、
前記第１のデータストリームと第２のデータストリームを分離し、
前記分離された第１のデータストリーム及び第２のデータストリームを所定の記録媒体に
記録し、
前記記録媒体に記録された第１のデータストリームを再生し、
前記第１のデータストリームを前記記録媒体における所定エリアのみに記録するように制
御すること
を特徴とする記録方法。
【請求項８】
　上記請求項７における記録方法において、前記記録媒体における記録する領域が所定領
域以下又はなくなった時に記録してある第１のデータストリームのうち記録した順に消去
して新たな第１のデータストリームを記録するようにしたことを特徴とする記録方法。
【請求項９】
　上記請求項７における記録方法において、前記第１のデータストリームは、少なくとも
映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とする
記録方法。
【請求項１０】
　上記請求項７における記録方法において、前記記録媒体への記録は、予め特定したジャ
ンルの第１のデータストリームを優先して記録するように制御することを特徴とする記録
方法。
【請求項１１】
　少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、
　プログラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリ



(3) JP 4438176 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

ームが多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１
のデータストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータ
ストリームを入力し、
　入力した前記第１のデータストリームと第２のデータストリームを分離し、
　前記分離された第１のデータストリームを記録媒体の所定エリアのみに記録すると共に
、分離された第２のデータストリームを記録媒体に記録し、
　前記記録媒体の所定エリアのみに記録されている第１のデータストリームが再生できる
ようにしたこと
を特徴とする再生方法。
【請求項１２】
　上記請求項１１における再生方法において、前記第１のデータストリームは、少なくと
も映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とす
る再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、記録装置及び再生装置及び記録方法及び再生方法に関するものであり、詳し
くは衛星放送（Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｄａｔａ放送）とテレビジョン受像機の融合による
新たな情報家電による記録装置及び記録媒体及び再生装置及び記録方法及び再生方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来技術における衛星放送は、上空３６０００ｋｍの人工衛星を利用して行う放送であり
、放送衛星（ＢＳ）を用いるものと通信衛星（ＣＳ）を用いるものがあり、両者共に簡単
な受信設備を用いて受信することができる構成となっている。
【０００３】
このような構成の衛星放送は一つの送信点、即ち、静止軌道位置から一波で全国をカバー
することができ、経済的かつ効率的に全国放送を実現することができるため、地上系の放
送事業に比べて全国展開が容易に行うことができ、且つ難視聴を解消することができる。
この一つの送信点は、図８に示すように、一対のチャンネルからなるトランスポンダを７
個備えており、そのうち現在のチャンネル５と７が「ＷＯＷＯＷ」と「ＮＨＫ１」、チャ
ンネル９と１１が「Ｈｉｖｉｓｉｏｎ」と「ＮＨＫ２」が使用され現在放送されている。
又、このようなＢＳ放送においては、図８に示すように、ビデオ及びオーディオデータを
含むデータストリームを所定の放送帯域において所定の伝送レートに合わせて符号化ビッ
トレートに変換して多重化するＭＰＥＧーＴＳを生成する。このＭＰＥＧーＴＳは映像デ
ータＶ１、音声データＡ１、データＤ１、映像データＶ２、音声データＡ２、データＤ２
、・・・という順に多重化して送出する構成となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記説明した従来技術における衛星放送においては、例えば放送帯域が２
４Ｍｂｐｓである場合には、複数の伝送レートを持つ放送プログラムを多重化して送出す
るようになっているが、最大伝送レートを有効に活用していないという問題がある。
【０００５】
一方、ネットワーク等をアクセスした際には、必ず接続してアクセスするための遅延時間
が発生するため、所望のコンテンツを迅速に視聴することができないという問題もある。
【０００６】
従って、既存の又は将来の衛星放送を利用して受信したコンテンツを一時スプールする状
態にして記録するようにして迅速に選択及び表示することができるようにした記録装置及
び記録媒体及び再生装置及び記録方法及び再生方法に解決しなければならない課題を有す
る。
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【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明に係る記録装置及び再生装置及び記録方法及び再生方
法は、次に示す構成にすることである。
【０００８】
（１）少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、
　プログラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリ
ームが多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１
のデータストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータ
ストリームを入力する入力手段と、前記第１のデータストリームと第２のデータストリー
ムを分離する分離手段と、前記分離された第１のデータストリーム及び第２のデータスト
リームを記録する記録媒体と、前記記録媒体に記録された第１のデータストリームを再生
する再生手段と、前記第１のデータストリームを前記記録媒体における所定エリアのみに
記録するように制御する記録制御手段とを有することを特徴とする記録装置。
（２）上記（１）における記録装置において、前記記録制御手段は、記録する領域が所定
領域以下又はなくなった時に記録してある第１のデータストリームのうち記録した順に消
去して新たな第１のデータストリームを記録するように制御することを特徴とする記録装
置。
（３）上記（１）における記録装置において、前記第１のデータストリームは、少なくと
も映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とす
る記録装置。
（４）上記（１）における記録装置において、前記記録媒体は、予め特定したジャンルの
第１のデータストリームを優先して記録するようにしたことを特徴とする記録装置。
【００１０】
（５）少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、プロ
グラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリームが
多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１のデー
タストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータストリ
ームを入力する入力手段と、前記入力手段で入力した前記第１のデータストリームと第２
のデータストリームを分離する分離手段と、前記分離された第１のデータストリームを記
録媒体の所定エリアのみに記録すると共に、分離された第２のデータストリームを記録す
るための記録媒体と、前記記録媒体に記録された第１のデータストリームを再生する再生
制御手段とからなる再生装置。
（６）上記（５）における再生装置において、前記第１のデータストリームは、少なくと
も映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とす
る再生装置。
【００１１】
（７）少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、プロ
グラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリームが
多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１のデー
タストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータストリ
ームを入力し、前記第１のデータストリームと第２のデータストリームを分離し、前記分
離された第１のデータストリーム及び第２のデータストリームを所定の記録媒体に記録し
、前記記録媒体に記録された第１のデータストリームを再生し、前記第１のデータストリ
ームを前記記録媒体における所定エリアのみに記録するように制御することを特徴とする
記録方法。
（８）上記（７）における記録方法において、前記記録媒体における記録する領域が所定
領域以下又はなくなった時に記録してある第１のデータストリームのうち記録した順に消
去して新たな第１のデータストリームを記録するようにしたことを特徴とする記録方法。
（９）上記（７）における記録方法において、前記第１のデータストリームは、少なくと
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も映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴とす
る記録方法。
（１０）上記（７）における記録方法において、前記記録媒体への記録は、予め特定した
ジャンルの第１のデータストリームを優先して記録するように制御することを特徴とする
記録方法。
【００１２】
（１１）少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデータストリームと、
　プログラムとして送出されるオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリ
ームが多重化されていると共に、前記第１のデータストリームの伝送レートが、当該第１
のデータストリームの符号化ビットレートに比して小さくなるように多重化されたデータ
ストリームを入力し、入力した前記第１のデータストリームと第２のデータストリームを
分離し、前記分離された第１のデータストリームを記録媒体の所定エリアのみに記録する
と共に、分離された第２のデータストリームを記録媒体に記録し、前記記録媒体の所定エ
リアのみに記録されている第１のデータストリームが再生できるようにしたことを特徴と
する再生方法。
（１２）上記（１１）における再生方法において、前記第１のデータストリームは、少な
くとも映像・音声コンテンツ及び／又はｅーコマース用コンテンツとからなることを特徴
とする再生方法。
【００１３】
このように、受信側の記録媒体の領域をプロバイダ用とユーザ用に分離したことにより、
ユーザが予め自由に使用できる領域が確保できると共にプロバイダも自由にコンテンツ等
のダウンロードを行うことが可能になる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に係る記録装置及び記録媒体及び再生装置及び記録方法及び再生方法の実施
の形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
本発明に係る記録再生装置を具現化するためのデジタル放送装置は、図１に示すように、
ＢＳデジタル放送を利用したものでありデジタル放送送出装置１０から送出されたデータ
ストリームをデジタル放送記録再生装置３０で受信して記録、再生制御をする構成となっ
ている。
【００１６】
デジタル放送送出装置１０は、少なくともオーディオ、及びビデオデータを含む第１のデ
ータストリームを生成する生成手段である第１のデータストリーム生成部１１と、放送プ
ログラムとして送出するオーディオ、及びビデオデータを含む第２のデータストリームが
入力される入力手段である第２のデータストリーム入力部１２と、第１のデータストリー
ムと第２のデータストリームを多重化する多重化手段であるマルチプレクサ１３と、多重
化されたデータストリームを出力する出力手段である出力部１４と、第１のデータストリ
ームの伝送レートがこの第１のデータストリームの符号化ビットレートに比して小さくな
るように多重化を制御する制御手段である多重化制御部１５とから構成されている。
【００１７】
記録再生方法を具現化した記録／再生装置であるデジタル放送記録再生装置３０は、デジ
タル放送送出装置１０において作成されて送出された少なくともオーディオ、及びビデオ
データを含む第１のデータストリームと、放送プログラムとして送出されるオーディオ、
及びビデオデータを含む第２のデータストリームが多重化されていると共に、第１のデー
タストリームの伝送レートが、この第１のデータストリームの符号化ビットレートに比し
て小さくなるように多重化されたデータストリームを受信する受信手段であるデータスト
リーム受信部３１と、このデータストリーム受信部３１で受信した第１のデータストリー
ムと第２のデータストリームを分離する分離手段であるとデータストリーム分離部３２と
、この分離された第１のデータストリームを記録する第１の記録手段であるプロバイダー
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記録部３３と、第２のデータストリームの再生制御情報を含む情報を記録する第２の記録
手段であるユーザー記録部３３Ｂと、この記録された第１のデータストリームを再生する
再生手段である第１のデータストリーム再生部３４と、前記第１のデータストリーム再生
部３４において第１のデータストリームが全て記録された後に再生可能となるように制御
する再生制御手段である第１のデータストリーム再生制御部３５とから構成されている。
【００１８】
　第１のデータストリーム生成部１１は、少なくとも映像・音声コンテンツ及び／又はｅ
ーコマース用コンテンツから構成されており、この第１のデータストリームに割り当てら
れる伝送レートは、図２に示すように、第１及び第２のデータストリームの最大伝送レー
トである放送帯域が２４Ｍｂｐｓであるのに対してかなり狭帯域の略２Ｍｂｐｓ前後の伝
送レートが割り当てられる。即ち、１放送事業者に割り当てられた放送帯域は、例えば、
第１のデータストリームに相当するデータ放送、第２のデータストリームに相当するテレ
ビ放送、臨時放送等で２２Ｍｂｐｓ、ラジオその他で２Ｍｂｐｓ必要で合計して２４Ｍｂ
ｐｓとなる。この内、第１のデータストリームに相当するデータ放送として使用する伝送
レートは、図３に示すように、一つの放送事業者が３個のテレビ番組１、２、３を多重化
して送出した場合に残る伝送レートは略２Ｍｂｐｓ前後であり、この２Ｍｂｐｓ前後の伝
送レートを最大限に生かして、テレビ放送（第２のデータストリーム）にデータ放送（第
１のデータストリーム）を多重化して送出するのである。
【００１９】
このデータ放送の伝送レートに応じてテレビ放送にデータ放送を圧縮多重化して送出する
送出装置１０のＭＰＥＧエンコーダの具体的な構成について、図４を参照して説明する。
ＭＰＥＧエンコーダは、ＢＳデジタル放送の放送プログラムとして送出されるビデオ（映
像）及びオーディオ（音声）データを入力する第２のデータストリーム入力部１２と、デ
ータ放送のビデオ（映像）データ及びオーディオ（音声）データを入力する第２のデータ
ストリーム生成部１１と、第１及び第２のデータストリームを多重化するマルチプレクサ
１３と、多重化を制御する多重化制御部１５と、多重化したデータストリームを出力する
出力部１４と、文字放送に対応したインターフェース１６とから構成されている。
【００２０】
第２のデータストリーム入力部１２は、映像及び音声を入力するビデオインターフェース
１７ａ及びオーディオインターフェース１７ｂを備え、このインターフェース１７ａ、１
７ｂから取り込んだデータを圧縮するビデオコンプレッサ１８ａ及びオーディオコンプレ
ッサ１８ｂとを備えた構成となっている。
【００２１】
第１のデータストリーム生成部１１は、映像及び音声を入力するビデオインターフェース
１７ｃ及びオーディオインターフェース１７ｄを備え、このインターフェース１７ｃ、１
７ｄから取り込んだデータを圧縮するビデオコンプレッサ１８ｃ及びオーディオコンプレ
ッサ１８ｄとを備えた構成となっている。
【００２２】
マルチプレクサ１３は、プライマリーマルチプレクサ１３ａとセコンダリマルチプレクサ
１３ｂとから構成され、プライマリマルチプレクサ１３ａは圧縮したデータ放送、即ち、
第１のデータストリームを多重化する。ここで、第１のデータストリームは、実施例にお
いて符号化レートが４Ｍｂｐｓに多重化制御される。一方、セコンダリマルチプレクサ１
３ｂは第２のデータストリーム（テレビ放送）に４Ｍｂｐｓの符号化レートの第１のデー
タストリーム（データ放送）を伝送レートを２Ｍｂｐｓ前後にして多重化するものである
。この制御は多重化制御部１５が行い、第１のデータストリームを４Ｍｂｐｓの符号化レ
ートにして、２Ｍｂｐｓの伝送レートに多重化させるように制御する。即ち、第１のデー
タストリームは本来４Ｍｂｐｓの符号化レートであるにもかかわらす、それに比して少な
い２Ｍｂｐｓになるように多重化制御することになるから時間軸で計算すると倍の遅さに
なる。このようにして、確保された狭帯域の伝送レートに多重化して第１のデータストリ
ーム（データ放送）を送出することができるのである。
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【００２３】
次に、このようなＭＥＰＥＧエンコードされ多重化された第１及び第２のデータストリー
ムを受信する記録再生装置における受信装置について図５を参照して説明する。
【００２４】
受信装置は、アンテナから分離して第２のデータストリーム（テレビ放送）を受信する第
２のデータストリーム受信部３１ａと、第１のデータストリーム（データ放送）を受信す
る第１のデータストリーム受信部３１ｂと、システムバスを介して、第１のデータストリ
ーム再生制御部２５、第１のデータストリーム記録部３３、第１のデータストリーム再生
部３４に接続された構成となっている。
【００２５】
第２のデータストリーム受信部３１ａは、第２のデータストリーム（テレビ放送）を受信
することができるチューナ３５ａと、このチューナ３５ａで受信した信号を復調するデジ
タル復調回路３６ａと、エラーを訂正するエラー訂正回路３７ａとから構成されており、
復調されたデータ放送の映像、音声データはデマルチプレクサ３８により多重化した信号
が分離され、システムバスＢに供給され適宜テレビジョン受像機ＴＶに出力することがで
きる。
【００２６】
第１のデータストリーム受信部３１ｂは、伝送レートが略２Ｍｂｐｓ前後の第１のデータ
ストリーム（データ放送）を受信することができるチューナ３５ｂと、このチューナ３５
ｂで受信した信号を復調するデジタル復調回路３６ｂと、エラーを訂正するエラー訂正回
路３７ｂとから構成されおり、この復調された第１のデータストリーム（データ放送）は
、第１のストリーム記録部３３に記録される。この第１のデータストリーム記録部３３は
、記録している時に、記録する領域が所定領域以下又はなくなった時に記録してある第１
のデータストリームのうち最初に記録した順に消去して新たな第１のデータストリームを
記録するように制御する。更に、第１のデータストリーム記録部３３は、視聴する頻度の
高いジャンルの第１のデータストリームを優先して記録するように制御し、又、予め特定
したジャンルの第１のデータストリームを優先して記録するように制御する機能を有する
。
【００２７】
第１のデータストリーム記録部３３は、記録容量が約３８ＧＢのハードディスクＨＤＤを
備え、第１のストリーム（データ放送）のみを記録するように制御する。尚、ハードディ
スクの記録容量は３８ＧＢに限定されることなく適宜設定変更できることは勿論のことで
あり、記録容量が３８ＧＢの場合に伝送レートが４Ｍｂｐｓの場合は約２０時間の録画が
可能である。更に、このハードディスクＨＤＤはテレビジョン受像機ＴＶに内蔵又は外付
けでもよい構成になっている。
【００２８】
第１のデータストリーム再生制御部２５は、演算処理ユニットＣＰＵで構成され第１のデ
ータストリーム（データ放送）が全て記録された後に再生可能となるように第１のデータ
ストリーム再生部３４を制御する。
【００２９】
第１のデータストリーム再生部３４は、ＭＰＥＧデコーダとＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）とから構成され、第１のデータストリーム（データ放送）の映像、音
声データをテレビジョン受像機ＴＶに出力する。
【００３０】
又、システムバスＢには、外部の電話網に接続してある電話線に接続したモデム３９、Ｉ
Ｃカード４０を挿入することができるＩＣカードＩ／Ｆ４１、ネットワークと接続するこ
とができるデジタルＩ／Ｆ４２が接続されている。ＩＣカード４０は受信装置３０の内、
特にＨＤＤ３３に記録されている第１のデータストリーム（データ放送）のｅーコマース
のアクセスを有料化した場合に使用される。
【００３１】
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このようにして、送出装置から極めて狭帯域の伝送レートで送られてくる第１のデータス
トリーム（データ放送）を記録媒体であるハードディスクに記録するようにして、データ
ストリームの全てが記録終了した時点で再生可能なようにすると、多重化されて送られて
くるスピードが遅くとも再生するスピードは極めて早く再生する事が可能になる。
【００３２】
記録媒体であるハードデイスクＨＤＤ３３は、図６に示すように、ＨＤＤユニット５０と
ＨＤＤコントローラ７０とから構成されている。ＨＤＤユニット５０は、記録媒体である
ディスク５１と、ディスク５１上の読み書きするヘッド５２と、ヘッド５２からの信号を
増幅する増幅器５３、この増幅した信号を処理する再生チャンネル信号処理回路５４と、
ディスク５１にヘッド５２で書き込みをするための増幅器５５と記録チャンネル信号処理
回路５６と、ディスク５１の回転を制御するＳＰＭ制御器５７と、インタフェースバスを
介して記録再生信号をＨＤＤコントローラ７０側へ送受信制御するコントローラ５７とか
ら構成されている。ここで、ディスク５１におけるプロバイダー領域とユーザー領域とは
分離されており、その制御は演算ユニットＣＰＵ５８が行う。この領域を分離して使用す
る点については後述する。
【００３３】
ＨＤＤコントローラ７０は、ＨＤＤユニット５０にデータを記録又は読み出す制御をする
もので、ＨＤＤユニット５０とのインターフェース７１と、メモリ制御回路７２と、複数
のエンコーダ７３Ａ、７３Ｂ及びエンコーダ７３Ｃ、７３Ｄと、第１のデータストリーム
（データ放送）を入力する圧縮映像・音声信号入力部７４Ａ、７４Ｂとから大略構成され
ている。エンコーダ７３Ａ、７３Ｂ及びデコーダ７３Ｃ、７３Ｄは、第２のデータストリ
ーム（テレビ放送）の画像及び音声を入力するものであり、画像情報圧縮器７５と音声情
報圧縮器７６とマルチプレクサ７７とを備えている。このような構成からなるＨＤＤ３３
は、システムバスＢを介して第１のデータストリーム（データ放送）が圧縮映像・音声デ
ータ入力部７４Ａ、７４Ｂから入力され、第２のデータストリーム（テレビ放送）が選択
されたエンコーダ７３Ａ、７３Ｂに入力され、メモリ制御回路７２及びインターフェース
７１を介してＨＤＤユニット５０に書き込みすることができる。再生の場合はデコーダ７
３Ｃ、７３Ｄを用いて行われる。
【００３４】
ＨＤＤユニット５０の記録媒体は、図７に示すように、２個のパーテションに分割されて
プロバイダーエリア（プロバイダ専用領域；図１においてプロバイダー記録部３３Ｂ）と
ユーザーエリア（ユーザ専用領域；図１においてユーザー記録部３３Ｂ）を構成する。一
方のパーテションのユーザーエリアは、ユーザーが自由に使えるエリアであり、例えば、
ユーザーフレンドリーなＡＶアプリケーションを格納するために使用される。具体的には
、例えばＥＰＧ（電子プログラムガイド）からの簡単予約、お勧め番組の自動記録、再生
等に使用することができる。他方のパーテションのプロバイダーエリアは、実施例におい
ては、主に第１のデータストリームのコンテンツが記録されるようになっている。具体的
にはプロバイダーの為のダウンロードエリア、音楽、映像、ゲーム等のコンテンツのダウ
ンロードをするエリア、ｅーコマースによるバーチャルショッピングモールでの使用、バ
ーチャルショールーム等の広告に、又、情報配信等に使用される。このように一方のパー
テションはプライベートに使用され、他方のパーテションは放送以外の種々のバーチャル
ショップ等に使用することができるのである。
【００３５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明に係るデジタル放送受信装置は、先ず第１のデータストリ
ーム（データ放送）の伝送レートが、当該第１のデータストリームの符号化ビットレート
に比して小さくなるように多重化を制御すると共に、受信装置側において、この第１のデ
ータストリームを記録媒体に記録して再生できるようにしたことにより、デジタル放送の
放送帯域の空き領域を利用して時間をかけたデータストリームの送出であっても、受信側
において一端記録してから再生して利用するようにしたため、出力再生のスピードは極め
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【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明に係る記録／再生装置を具現化したデジタル放送装置を略示的に示した
構成図である。
【図２】同１放送事業者の割り当てられる放送帯域の例を示したものである。
【図３】同ＢＳデジタル放送における伝送レートの割り振りを示した概念図である。
【図４】同デジタル送出装置のうち、特にＭＰＥＧデコーダの部分を示したブロック図で
ある。
【図５】同受信側における記録再生をする部分のブロック図である。
【図６】同ＨＤＤのブロック図である。
【図７】同ＨＤＤを分割した様子を示した説明図である。
【図８】ＭＰＥＧーＴＳの構成を略示的に示した説明図である。
【図９】衛星放送における人工衛星のトランスポンダの仕組みを示した説明図である。
【符号の説明】
１０；デジタル放送送出装置、１１；第１のデータストリーム生成部、１２；第２のデー
タストリーム入力部、１３；マルチプレクサ、１３ａ；プライマリマルチプレクサ、１３
ｂ；セコンダリマルチプレクサ、１４；出力部、１５；多重化制御部、１６；データイン
ターフェース、１７ａ；ビデオインターフェース、１７ｂ；オーディオインターフェース
、１７ｃ；ビデオインターフェース、１７ｄ；オーディオインターフェース、１８ａ；ビ
デオコンプレッサ、１８ｂ；オーディオコンプレッサ、１８ｃ；ビデオコンプレッサ、１
８ｄ；オーディオコンプレッサ、３０；記録再生装置、３１；データストリーム受信部、
３１ａ；第２のデータストリーム受信部、３２；データストリーム分離部、３３Ａ；プロ
バイダー記録部、３３Ｂ；ユーザー記録部、３４；第１のデータストリーム再生部、３５
；第１のデータストリーム再生制御部、３５ａ；チューナ、３５ｂ；チューナ、３６ａ；
デジタル復調回路、３６ｂ；デジタル復調回路、３７ａ；エラー訂正回路、３７ｂ；エラ
ー訂正回路、３８；デマルチプレクサ、３９；モデム、４０；ＩＣカード、４１；ＩＣカ
ードＩ／Ｆ、４２；デジタルＩ／Ｆ、５０；ＨＤＤユニット、５１；ディスク、５２；ヘ
ッド、５３；増幅器、５４；再生チャンネル信号処理回路、５５；増幅器、５６；記録チ
ャンネル信号処理回路、５７；コントローラ、５８；演算処理ユニット、７０；ＨＤＤコ
ントローラ、７１；インタフェース、７２；メモリ制御回路、７３Ａ、７３Ｂ；エンコー
ダ、７３Ｃ、７３Ｄ；デコーダ、７４Ａ～７４Ｂ；圧縮映像・音声信号データ入力部
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